
番
号

名

称

住

所

市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特

定
中
小
企
業
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間

4550

藤
光
建
設
株
式
会
社

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
上
丸
子
山

王
町
二
丁
目
千
三
百
二
十
六
番
地

平
成
二
十
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
一
月
二
十
日
ま
で

4551

日
昇
総
合
設
備
株
式

会
社

山
梨
県
甲
府
市
徳
行
三
丁
目
六
番
二

十
三
号

平
成
二
十
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
一
月
二
十
二
日
ま
で

番
号

名

称

住

所

市
町
村
長
又
は
特
別
区
長
に
対
し
て
特

定
中
小
企
業
者
の
認
定
を
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
期
間

4552

エ
ム
・
ジ
ー
・
エ

ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

東
京
都
台
東
区
東
上
野
三
丁
目
三
十

七
番
九
号

平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
一
月
二
十
七
日
ま
で

4553

ユ
メ
ッ
ク
ス
株
式
会

社

埼
玉
県
熊
谷
市
代
五
百
三
十
一
番
地

平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

4554

ウ
ッ
デ
ィ
ア
イ
株
式

会
社

大
阪
府
大
阪
市
鶴
見
区
鶴
見
三
丁
目

十
二
番
二
十
三
号

平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
一
月
三
日
ま
で

4555

大
英
株
式
会
社

大
阪
府
東
大
阪
市
宝
持
四
丁
目
三
番

四
号

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
一
月
十
七
日
ま
で

4556

石
井
化
薬
株
式
会
社

大
阪
府
大
阪
市
都
島
区
東
野
田
町
一

丁
目
十
六
番
四
号

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
一
月
十
六
日
ま
で

4557

株
式
会
社
Ｍ
Ｍ
Ｗ

兵
庫
県
加
古
川
市
加
古
川
町
溝
之
口

百
七
十
一
番
地
の
一

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平

成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
ま
で

登
録
番

号

登
録
年
月
日

登
録
を
受
け
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表

者
の
氏
名

登
録
を
受
け
た
者
が

調
査
業
務
を
行
う
区

分
の
名
称

登
録
を
受
け
た
者
が
調

査
業
務
を
行
う
事
業
所

の
名
称
及
び
所
在
地

第
九
号

平
成
二
十
年
二
月

十
四
日

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ
ル
ー
プ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一

丁
目
５
番
１
号
新
丸
の
内
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ

代
表
取
締
役
グ
ル
ー
プ
代
表

南
部

靖
之

十

先
行
技
術
調
査

（
自
動
制
御
）

株
式
会
社
パ
ソ
ナ
グ

ル
ー
プ

大
阪
府
大
阪
市
北
区
芝

田
一
丁
目
１
番
４
号
阪

急
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ

4558

株
式
会
社
わ
ら
び
の

里

京
都
府
京
都
市
山
科
区
大
塚
高
岩
二

番
地
二
十
三

平
成
二
十
年
一
月
十
七
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
一
月
十
六
日
ま
で

4559

株
式
会
社
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
テ
ィ
ー
ワ

イ
エ
ム

愛
知
県
東
海
市
高
横
須
賀
町
御
亭
五

十
三
番
地
の
一

平
成
二
十
年
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成

二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
ま
で

4560

東
海
醗
酵
工
業
株
式

会
社

愛
知
県
北
名
古
屋
市
鹿
田
中
海
道
三

千
六
百
三
十
一
番
地

平
成
二
十
年
二
月
七
日
か
ら
平
成
二
十

一
年
二
月
六
日
ま
で

平成™—年™月™œ日 月曜日 第›��›号官 報

型
式
承
認
番
号

物
件
の
名
称

物
件
の
型
式
製
造
者
の
名
称

型
式
変
更
の
内
容

第
4538号

作
業
用
救
命
衣
（
小

型
船
舶
用
救
命
胴
衣

の
要
件
に
適
合
す
る

も
の
）（
膨
脹
式
）

ベ
ル
ト
型

日
本
救
命
器
具

株
式
会
社

{
気
室
保
護
カ
バ
ー
の
形
状
を
変
更
し
た

仕
様
を
追
加
す
る
。

|
作
動
索
の
位
置
を

変
更
し
た
仕
様
を
追
加
す
る
。

第
4539号

〃
ズ
ボ
ン
内
層

型
〃

{
小
型
船
舶
用
救
命
胴
衣
の
要
件
に
適
合

す
る
も
の
に
変
更
す
る
。

|
膨
脹
装
置
の

位
置
を
変
更
す
る
。

}
フ
ロ
ン
ト
フ
ァ
ス

ナ
ー
を
廃
止
し
た
仕
様
を
追
加
す
る
。

~
防
水
布
の
生
地
を
変
更
し
た
仕
様
を
追
加

す
る
。

�
ズ
ボ
ン
の
形
状
を
変
更
し
た
仕

様
を
追
加
す
る
。

�
再
帰
反
射
材
の
面
積

を
変
更
す
る
。

第
4540号

小
型
船
舶
用
救
命
胴

衣
（
膨
脹
式
）（
航
行

区
域
が
限
定
沿
海
区

域
以
下
の
小
型
船
舶

（
旅
客
船
を
除
く
。）

用
）

〃
〃

{
膨
脹
装
置
の
位
置
を
変
更
す
る
。

|
フ

ロ
ン
ト
フ
ァ
ス
ナ
ー
を
廃
止
す
る
。

}
防

水
布
の
生
地
を
変
更
し
た
仕
様
を
追
加
す

る
。

~
ズ
ボ
ン
の
形
状
を
変
更
し
た
仕
様

を
追
加
す
る
。

�
再
帰
反
射
材
の
面
積
を

変
更
す
る
。

第
4579号

小
型
船
舶
用
救
命
胴

衣
（
膨
脹
式
）

ベ
ル
ト
型

〃
{
気
室
保
護
カ
バ
ー
の
形
状
を
変
更
し
た

仕
様
を
追
加
す
る
。

|
作
動
索
の
位
置
を

変
更
し
た
仕
様
を
追
加
す
る
。

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
七
十
二
号

農
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
百
二
十
条
の
二
十
三
第
二
項
、
第
百
三
十
五
条
第
六

号
ロ
、
第
百
三
十
六
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第
百
四
十
一
条
の
六
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平

成
十
八
年
二
月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
百
九
十
七
号
（
園
芸
施
設
基
準
共
済
掛
金
率
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日

農
林
水
産
大
臣

若
林

正
俊

（「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
農
林
水
産
省
経
営
局
保
険
課
並
び
に
北
海
道
庁
、
愛
知
県
庁
及
び

沖
縄
県
庁
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に
共
済
責
任
期
間
が
開
始
す
る
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
関
係
か
ら
適
用

す
る
も
の
と
し
、
同
日
前
に
共
済
責
任
期
間
が
開
始
し
た
園
芸
施
設
共
済
の
共
済
関
係
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

号
の
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
一
号

中
小
企
業
信
用
保
険
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同

号
の
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

〇
特
許
庁
告
示
第
二
号

工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ

き
次
の
と
お
り
登
録
を
行
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日

特
許
庁
長
官

肥
塚

雅
博

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
百
六
十
三
号

船
舶
等
型
式
承
認
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
二
月
十

三
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
型
式
の
変
更
を
承
認
し
た
の
で
、
同
規
則
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

�
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